
第三章はじめに

「佐為

ミヤケ」

(サイ)

一九九五年度に実施された、

飛鳥京跡

一ホされてはいないが、

同時期には全国的に

為評」が成立していたことが確定した。

の可能性
三一次調査で出土した木簡に

「佐為評」

と記された例があった。

国名は明

「サイノコホリ」

と読める地名はないので、

七世紀後半段階で

「上毛野佐

右の木簡は、租税に添付された一般的な付札であり、同じ調査でも他国の事例を含め多数検出されている。本来「国
府」段階での処理を前提としたものであったからか、

裏面に何らかの物品の数量を記すのみで、

それ以外の地名・人

大間々 扇状地
名・年代に関する具体的な情報は残念ながらない。位郡で構成され、

(1) 

について、

前近代の行政区分を当てはめれば、

北東部に山田郡・中央部に新田郡・南西部に佐

これらのうち、

を中心とする場所に相当する。

北西部で勢多郡に接する形になっていると思われる。

佐位郡ほ伊勢崎市

すれば、

新田郡は現在の太田市に、

その縁辺各地域は、

新聞荘に密接に関わる部分については、

その盛況さと比較

われる。

非常に厚い研究史を持っている

(2)

。

残存史料の僅少さの関係で、

なかなか踏み込んだ議論が出来ない状況が続いてきたと思
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「上毛野佐為評」成立の前提

「上毛野佐為評」

成立の諸前提のなかで、

かなり大きな画期と考えられるのは、

古墳時代の家族居館の範騰で捉え

られる原ノ城遺跡の成立になるだろう。

原ノ械遺跡については、

現状で全面の調査が完了しているわけではないが、

全容に近い内容が知られる豪族居館のなかでは、

県内 大の敷地面積を持っているという

(3)

。
一 一 一 ツ 寺

1
遺跡のよ

うな石組みは伴わないらしいが、

北辺を中心に地積図に反映するような大きな壌と士塁で園競されていたらしい。

近似した標高の地点を中心に周辺地域を見渡しても、

三ツ寺

I
遺踏のような

「水の祭間」

が想定できる条件は全く

ぉ ド 』 冊 、 ‘ 令 、

4

、

え

La

刀

館内部からも通常紫斑での捷用が想定できる玉類や特殊な器形の須蕗器高坪などが出土しており、

一般集落

よりは格段に紫斑的性格が濃厚である。

一九四八年米軍撮影の空中写真でも、

南辺部分は後世に成立した中世城館跡と重接しているといい、

やや不鮮明な

一花一

部分があるが、

南北にやや長い長方形の壌に囲まれたかなり立体的な区画が鮮明に写されている。

その主軸方位は、

北西約一

000

メートルに位置する帆立貝型の前方後円墳である丸塚山古墳のそれと近似し、

荷

者の間に何らかの相関関係があったと推定できる。

その立地は、

北から南に領斜する台地がフォーク状に開析され、

それらのうち一本の細長く南に延びる部分の基部近く二カ一併を断ち切る形で造成している。

従って、

東西の幅員は台

地の幅のそれに近似する。
四周を取り囲む壌は、

東辺と西辺で低地部分にもかかるが、

摺り上げた土を館側に盛り上げた造作が、

明瞭にソイ

ルマ

1
クに残されている。

ほぼ外形長方形を一不す壕の、

内部の館部分は、

地山の地形に制約されてやや不整形で、

ヰヒ

辺と西辺には突出部があることが明瞭に確認できるのは、発揚調査の結果と整合的である。南側が不明瞭になるのは、南北方向の傾斜地を掘りきった際の掘削探度とそれに停う排土量の違いが反映している可能性がある。



付近は、

大間々扇状地の南西端に近く、

ぞれらの低地には湧水点などもあ

南北方向の帯状の低地が何本も存在し三

る場合もある。

権現山の泥流丘の西に接する位置にある荘地は、

北端の湧水点にはじまり、現況で

それらのなかで、

幅員三

0
メートルほどの置線的な糠形を一不し、

単純な開析谷ではなくかなり人工的な印象のあるものである。

権現山には、

その北麓と南麓に小円墳が密集する群集墳が存在するが、

主に横穴式石室を内蔵し、

原ノ域遺跡どは

多少の時期差、があるだろう。

その西にはも南端に丸壕山古墳ののる舌状台地があり、

その聞の台地上にも古墳が散在

!LJ

戸丸、

fL

、

ylMBUV 

本関町以北の古墳の密集地域へと続いてゆく。

その西の半島状にながく突き出した台地には、

北部に白鳳期創建の上植木廃寺が穿在し、

「上野国交

その南側には

替実鎌帳」

(正倉院)

の一部であることが確認された三軒屋遺跡

(4) 

が連なる。

に記載された佐位郡家

三軒撞遺跡から東に向かう、

版築で造成された古代の道路が確認されているが、

丘陵部分では溝となって三五

O
メ

ートルほど続く。

その道路の南で、

三軒屋遺跡と権現山の中間、東側に低地をのぞむ位置に、

浅い掘り込みで周囲を

間擁された南北に長い長方形一の区画が存在するのが、

マークで確認できる。

因みにこの道路遺構は直線的で

ソ
ノf
ノレ

も幅員十二メートル以上でもない。

『延喜式』に示す駅路が

であればこの程度かと思われる内容である。

「中路」

右の区画は、

東西一

00

メートル・南北三五

0
メートルほどの規模である。

原ノ城遺跡に見られるような盛土に伴

う立体感はないので、

浅い周堀のような区画部分だけが僅かに下がった形状になるだろう。南半部には小円墳なども

重複しているようで、

その前後関係が問題だし、

現状では所属時期が特定できないが、

地割としてはかなり均撃のと

れたものである。

場所が場所だけに、

時期差のある豪族居館ないし郡家関連施設

(政庁院・国司舘?)

である可能性

があるのではないか。

今後調査の機会があるようならば注意を喚起しておきたい。

現状では人家が密集しているが、

さらにその西の低地水国には、

「条里」

型土地区画が描行され、

その傾向は旧利根川流路である広瀬川左岸まで連
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続する。

これらの水間地域は、

これまで実態の報告がほとんどなされていないようだが、

本来低地部分に連続するも

のであったなら、

後述するように群塙県内でも印刷指の広域条里地割になるだろう。

改めて重要遺跡であることが認識された一ニ軒患遺跡周辺は、

今接も調査が継続されていくであろうが、

これまでの

調査でも伺段階かの区画溝が確認されており、

七世紀代の

「評家」

段階から、

長期間に亙って継続する遺跡であるこ

とが推測されつつある。

現状では、

JR

両毛線以北の嫡蓮小学校周辺で主要な遺構が確認されているが、

関連施設は

その南北の台地上周辺に広く展開していると考えられる。
前述の米軍撮影の空中写真では、

発掘調査で確認されている区商溝な

r
と走向の類似する地割・畦畔・ソイルマ

1

クなどが、

現地表でもよく残っているのがわかる。

それらのなかで特に控意されるのは、

殖蓮小学校西の当時現況水

田であった部分である。
現在は、

JR

両毛線付近まで拡張されている殖蓮小学校の敷地の南端のラインは、

かつては西側に広がる方形区画

-80--

の南辺と連続するものであった。

そこには、

建物の基壇とみられる盛土状のソイルマ!クが列をなしているのが観察

できる。

全く無関係のものも含まれているかもしれないが、

地点の重要性からいえば参考にはなるだろう。

原ノ域遺跡の東側にもいくつか在地聞はあるが、

以西の広範囲な水田の広がりに比べると、

谷戸の規模に規制され

て小規模で散換な印象マある。

扇状地一周央部の乏水地帯であれば、

当然のことかもしれない。

当初の新国荘が成立し

てくる場所も、

右よりもさらに標高の下る早川下流域になることが、

間接的にこのことを裏付けている。

広域的な

「条皐」

型土地区画を残す水田地帯に関しては、

そのほとんどが広瀬川と粕川に挟まれた範囲に収まる形

である。

その東方の早川に関しては、

そのような流域地域の開発に、

具体的に関係して機能していたようには見えな

し1
0 



広瀬川以西については

B

前橋低地帯を挟んで前橋台地上に広域条里が展開する

c

但し、詳細に観察すると多くの施

工単位の集合であるととがわかり、

時期差や水利系統の違いを感じさせる。隣接諸地域との関わりなど、

具体的な内

容の分析については、

今後の課題である。

また、

佐位郡域への広瀬川からの給水は、

左岸の崖線の比高が高く、

比較的標高の低い地点に限られる。

勢多郡方

面から流下する河川のうち神沢川については、

大間々 扇状地西端の段差によって給水が困難なため、

標高の高い地点

では、

主として粕川及び桂川の給水を受けることになる。

それらの縁辺地域にも短距離の水路と見られるものが幾つ

か掘削されている。

この

「条里」

型土地区画を残す水田地帯の東端に、

丸塚山古墳、

西端近くに御冨士山古墳が立地しているのは偶然

ではないだろう。

その前後関係は、

一連の開発の開始と終了の時期差を示すものである可能性、がある。

しかも墳形な

-81 ー

どに知られるそれは、

開発行為に関連した首長の、

如実な地位の向上を伴うもであったのではないか。

次に、

佐位郡域の

「条里」

型土地区画を残す水田地帯の様相について順次見てゆきたい。

2 

佐位郡の実態

古代の佐位郡の範囲が、

本来どのようなものであったのかを、

現代に明らかにすることは、

非常に困難な問題であ

ザ-90

今日的に厳密な行政区画が、

完全には実施されていなかった可能性が非常に高いからである。

しかし九世紀以降、

公地公民の原則に基づく班回収授制の弛緩に伴い、

土地の私的所有権に対する本能的な欲求の

高まりゃ、

具体的な施設や地割の描行によって、

当地にあっても当初の流動性が、

徐々 に固定的なものへと変化して

いったことは想像に難くない。





描設を内蔵するような古墳を築造した時期から、，営々 と築かれ続けたために、. 終的には今日知られるように群集する形になったのである。

そうであるにしても、

それが爆発的に増加したのは六世紀代であった。

そしてそれらの群集

墳は、

あたかもその被葬者たちが開国した低地を望むかのような立地を示しているのである。

出明日川斗」匹、刊当

A1EESJ

、 ，
o'

伊勢崎市鹿島町で僅かに西に蛇行するが、

その左岸である鹿島町の平坦地には、

「条里」

型土地区画の水

回、があった。
また、

粕川右岸の平坦地も、

現在でこそ富士重工をはじめとする工場が立地しているが、

かつては水田が広がって

、 ，

v-O

LV

中J

粕川から県道七十四号

(伊勢崎

i
大胡)

線までの間は、

少なくとも昭和二十年代には区画整理が実施されて、

条里型の土地区一闘は消滅していた。

但し、

後述するように、

県道七十四号線以西の太田町・安堀町などには、

大規模な

「条里」

型土地区画が広がって

いた。

その睦畔を踏襲するような道路が、

区画の消滅した部分にも連続する例があるようなので、

恐らく両者は一体

-83-

のものであったと思われる。

もしそうであるならば、

この一帯の条里型土地区画の水田は、

東西四キロメートル・南

北一一一キロメートルほどの広がりを持っていたことになる。その東端近くに、官街等の集中するエリアが立地するのも、単なる錦然ではないだろう

ο

その後粕川は、

伊勢崎市街地の東側で大きく東に蛇行するが、

その両岸地域にもかつては

「条里」

型土地区画の水

田が広がっていた。

すなわち右岸地域の粕川町、

左岸地域の境伊与久町の水田部分である。

但し、

前者は日立製作所などが建設され、

現在ではすっかりそれらしい景観を消滅させてしまっている。

また、

後

者は伊与久沼の位置する低地の下流部分になる。

いずれも起伏に乏しい低平な地勢である。

扇状地上であるため畑地

が多く、

現在でも水田化は進んでいない。

古代にあっても水田に造成しきらなかったのかもしれない。



この地点の

「条皇」

型土地区画に関して、

特に注意されるのではないかと思われるのは、

県内で一般に

「東山道」

と呼称されている「駅路」遺構との関係である。新田郡と隣接する佐位郡東部地域から、粕川までの部分に関しては、連続的に地割ないし遺構が認められる。

その一部は、

かつて牛堀・矢ノ原遺跡として調査された

(5

〉。

一 方 、

佐位郡の西に隣接する那波郡の玉村町

i
群馬郡の高崎市などでは、

類似の道路状遺構とされるものが調査さ

れているので、

通説の通りある時期には連続していたと見るのが順当であろう。

しかし‘

現状では粕川の渡河点から

広瀬川までの間には、

少なくとも現地表にそうした痕跡を見出すことができない。

このことは、

恐らく急激な都市化というだけでは割り切れないのではないか。

「条里」

型土地区画が残存するので

あるから、

河川の乱流といった事摘も想定しにくいだろう

Q

この種の地割に一般的な、

九世紀代に造成されたものが

直接起糠であるとすれば、

「駅路」

としての機能が、

既にその段階で失われていた可能性があることになる。

東山道「駅路」

に関しては、

ある時期の中央と地方とを結ぶ路線であることは疑いない。

火急の早罵が、

常に通行

-84-

できる路鎮であるならば、

路面や路側に関する熱るべき工事が施され、

付帯施設も完備した状祝が想定される。

通常

iま
『延喜式』記載の駅名をつなげた路線が想定されているが、

少なくともそれが、

現在各地で確認されている、

幅
員

十メートルを超えるような直線的道路状遺構と全く一致するとみるべきではない。

「中路」

であった東山道

「 駅 路' 一

一」斗品、ii 

相応の規格があったので、

それに外れた

「駅路い

はありえないであろう。

その規格に当てはまるのは、

現状で強いていえば、

必ずしも直繰的ではない

「あずまみち」

(6) 

の方である。

h
」十つ

らは各地で現地表に痕跡を残している。

そのことは、

古代以降への機能の持続性を示すもので、

それこそ

「駅路」

棺応しい

c

ましてや

「東山道」

は道路ではないのであって、

その用法をもう少し厳密に行うべきである。

しばしば史料に記される通り、

「駅路」

は基本的に改廃を繰り返す性格のものであって、

政治的な醸場の変化によ



る路隷変更も日常的に見られた。

そのような前提条件を踏まえるならば、

八世紀前後の上野

「国府」の設置や「多胡

郡

立郡などは、

大きな契機になるだろう。

上野田内という視野で古代の

「道路」

を考えれば、

「伝路」

の存在も注意されるところである。

「伝路」

に関して

は、存在そのものを疑問視する向きもある

(7) 

カミ

同時代の文書逓送を介した地域支配の方法としては、

あっても

おかしくない公的施設であろう。
また、公的に認定されたル

l
トのほかに、彊勢な民間ル

l
トもあった可能性がある。各種の政治的な変動によって、

公的なル

l
トが格下げになるような事態の発生も考え、られる。

その場合には、

施設の内容・仕様は公的だが、

機能は

地域内部の情勢へ特化しての対応ということになる。
同時代の遺跡の分布状況などから推して、

吾妻川流域や鏑川流域といった長野方面からの交通路は、

かなり重要な
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ものであったろう。

便宜も大きかったと見られるが、

終的に国家に認証されたのは、

両者の中間に位置する碓氷川

流域のル

l
トであった。全国的な動向に照らして、このことは政治的な意味が非常に大きかったと想像される〈

8Y

境伊与久町よりも下流の粕川は、

ほどなく広瀬川に合流する。

その短い区間では、

左岸の東武伊勢崎緯剛志駅の北

西に広がる水田があるが、

特

「条里」

型土地区画は認められない。

これ以下の標高の水田は、

大間々一扇状地の一崩端

部になるので、

用水路よりもむしろ排水路が必要である。

水田の区画整理の時期がかなり早く、

「条里」

型土地区画

が描行されていたかどうかは、

空中写真による表面観察では当面確認できなかった。

いずれにしても佐位郡は、

西に隣接する那波郡ほどではないものの、

西部地域を中心に可耕地の水田化の比率が高

かった可能性がある。

そして、

現状で水田になっていないような北部地域にも、

積極的に水路を引いて水田化を試み

たとみられる。

その開発行為の中核にあったのが粕川であり、

その水系を通じて、

上流の勢多郡とも密接に関わって





変えるのは、

R

そこが大間々 扇状地と赤城山体の境目の、

大規模な窪地だったからである。赤城山側からの河川はパ

b、

ずれも神沢川に合流するが、南が大間々 扇状地西端のやや高い地勢の関係で、

基本的にそこから南へは分岐しない

vo

神沢川よりも東には、

前述の粕川や早川が流下している。

大きな蛇行を繰り返して、

前橋市二之宮町で宮川と合流した荒砥川は、

挑木川と合流して

伊勢崎市宮子町付近で、

水量の増した広瀬川と合流する。この広瀬川の左岸が、前橋低地の中でも も幅広な上位の低地になる。ここには「見
開
(ミタご

の地名が所在する。

上流の桃木川左岸・荒砥川右岸の低地には、赤城山体の段丘との聞に

「条里」

また、

型土地区画が広がっている

但し、

勢多郡

(芳賀郷カ)

の所属になるであろう。

その付近の水田の大半は、

(10)

。

それらの南側に接続する形で、

伊勢崎市波士山江町

1
安堀町の

但し、

神

沢

「条里」

型土地区画が展開するのである

c

川左岸で波志江沼との間の、

県道七十四号線から西に広がる台地部分に関しては、

どうにも開国化ができなかったよ

うで、

大室古墳群北方の台地と同様

何本もの水路が掘られ、

その流末のなかでも条件が許した場所のみ

(11) 

v
」、
i 

dv、 也 、、 刀

ようやく水田となっている。

安堀町の東には、

現存地名のことなので、

畿

現在太田町がある。

あくまでも可能性があるということに留まるが、

内勢力と直結していた

「御富士山古墳」

ミタに対するオホタであるようにも思われる。

々
C

との位置関係からすると、

らなる憶測になるが、その南端で広瀬川に架かる橋が「三ツ家橋」であることが仰らかの意味を持つかのようである。
伊勢崎市街地の西側を流下する広瀬川は、

その後

JR

伊勢崎駅付近で粕川との間隔が も狭まる。

この部分には、

後述するように、

が掘削されたのも、

開発をもくろんでのことになるだろう。

周辺の状況から判断

「堤堀」

(12) 

すると、

粕川左岸寄りの低地部分などに、

かつては

型土地区画が存在し、南北の隣接地と広域的に連なって

「条里」

いた可能性は高い。

但し、

広瀬川左岸については、

現状では水面からの比高がす向く崖になっているので、

元々 市街地
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に密接な関係があったのではないかと見られる多国山古墳群の被葬者に、

檎前部君氏を充てる理解さえあるのである

(14)

。
もしその理解が認められるなら、

多少なりとも檎前部君氏

同時期の周辺地域の工作物の造営に関しては、

一族の関与があったと見るべきであることになる。
佐位郡全体に関しては、

北部の畑作地域や南西部の河川乱流地域を除き、

官街の集中する郡域中央部東寄りを中心

v
」、

かなりの部分の平坦地で、

群馬県内では避けられな

「条里」

型土地区画が施行されていたとみられる。

具体的な

いような開発困難の山地や丘陵地が、

比較的少ないという自然条件もあるだろうがも

同様の事例は群爵郡・那波郡な

どに知られるのみである。
広範囲に広がる前橋台地上の平坦地を横断する形の北関東自動車道等の建設に伴う調査では、

「条里」

型土地区画

水田のような大規模な造成が、

九世紀代に始まったらしいとの所見

机上の地番の設定から、

具
体

(15) 

であった。

的な地割の造成に至るまでに、

その聞の社会情勢の変化を考慮すれば、

少なく見て一世紀以上も要したことになる。

当初の理念がどの程度継承されたかは、

甚だ心許ないといえるだろう。

法

(1

〉

大間々 扇状地研究会編『共同研究

群馬県大間々一扇状地の地域と景観』

一年)

所収の諸論考参照。

( 二

O
一

(2) 

能登健・峰岸純夫縮『よみがえる中世』

浅間大噴火と中世の東国(平凡社、

一九八九年)が、

その段階の一

五

つの到達点を示すむ(3)伊勢崎市教育委員会『原ノ城遺跡』

(一九八六年)。

(4

〉

出浦崇

(『日本古代の郡街遺跡』雄山閣、

二
OO

九年所収)。

二ニ軒屋遺跡」
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(5) 

たとえば坂爪久純

(『古代文化』

一九九五年)、

「
LL

野国の東山道駅路」

四七巻四号、

「上野国の古代道路」

同

二古代文化』

この周辺の事例では、

坂井隆

「東山道とあずま道を中心とする道路遺構の考古学的特徴」

((財)群馬県埋蔵文

(6) 

四九巻八号、

一九九七年)。

化財調査事業団吋研究紀要』六、

7 

(8) (9) 一年

)Q

(10) 
跡

W
』

(11) (12) (13) 

一九八九年)

に悉皆的な整理がある

c

森田悌

(『日本古代の駅伝と交通』岩閏書院、

二
000

年所収)。

「駅伝制」

拙

稿
「東山道『駅路』

{地方誌研究協議会繍『交流の地方史』雄山間、

二
OO

五年所収〉。

の成立」

前原豊・秋池武・飯島義雄

「利根川からの引水遺構である

『女溝』

二群馬文化

h

ニ
00

の意義」

二六六日ヴ、

前橋市埋蔵文化財発掘調査団『中原遺跡

I
』

『中原遺跡日』

『中原遺

(一九九四年)、

二九九三年)、

同

同

〈一九九五年〉、

同『中原遺跡班・

v-

四 』

等参照

c

(一九九六年)

拙稿「『

't
毛野勢多評』成立の諸前提」

二信濃』六十三巻八号、

。
一年

)ο

群馬県教育委員会『群馬県の中世域館』

(一九八八年)

に記述がある。

拙

稿
二上毛野』

「『上毛野田造』」

(拙著『東国の古代氏族』岩田書院、

氏の基本的性格をめぐってへ

同

00

七年所収)。

( 二

OO

四年)。

(14) (15) 
九号、

(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団『多国山古墳群』古墳時代編新井仁

「群馬県における平安時代の水田開発について」

((財)群馬県埋蔵文化財調査事業団『研究紀要』

二
OO

一年〉

G
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第四章はじめに

前橋市中鶴谷遺跡出土の

「田部」

の墨書のある土器

『倭名類取水抄』郷名段階で、

おり、

令制では

確定しているわけではないが、

上毛野地域の古墳時代の隆盛は、

その一方で、

勢多郡には

「深田・邑田・芳賀・桂萱・真壁・深渠・深津・時四坤」

「中郡」

に相当した。

上野園内の郡としても、

特に大きなものではない。

郷名の比定地は、

必ずしも

想定される郡域からすると、

の八郷、が知られて

かなり散漫に分布しているように思われる。

高塚古墳が非常に多く築造された場所でもある。

持っていると思われる、が、

その中心地と理解できる。赤城山南麓地域は日照条件などに恵まれ、

東国屈指の内容を
古くから多くの人の

居住の痕跡が認められ、特に古墳時代の開発が進んだためと理解できる

(1)

が、洪積台地を中心とするその地形は、

水田を中心とする農業開発に適していたとは一吉い難い。胡郡・甘楽郡)
やや主観的かもしれないが、通常の奈良

e

平安期の集落遺跡の調査事例でも、群馬郡(国府所産郡)や鏑川流域(多

の同時期の事例と比較して、

竪穴式住居跡の重複が少なく、

の高塚古墳造営の燥発的な隆盛との間の不均衡という印象が、

どうしても払拭できないのである。

人口密度が薄いという印象がある。前代

ー、榛名山ニツ岳の噴火

群馬県内には多数の火山が所在し、

歴史時代に限っても四世紀の浅間山・六世紀前後の榛名山

(二回〉・

一二世紀
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の浅間山・

一八世紀の浅間山などの噴火が知られている

(2)

。
古墳時代の車評

H

群馬郡地域に甚大な被害を与えた

のは、

六世紀前後とされる榛名山の噴火であった。

榛名山二ツ岳の噴火被害については、

各種工事や開発に先立つ地質や遺跡調査によって、

になってきている

(3)

。
水蒸気や火山ガスの噴出に始まり、

火山灰・軽石等が大量に降り注ぎ、

徐々 にその実態が明らか

火砕流の発生も確

認されている。異常気象や火砕流に伴う火山ダムの決壊による泥流の発生など、大規模な二次災害も想定されている。もし人口密度が調密になった現代に発生したとすれば、

想像を絶する激甚災害になるだろう。

一回目と二回目の噴火の間には、

表土に僅かな黒色土が生成する極度の期間はあったらしい。

しかし、

火山噴出物

に覆われた表土は、

保水性などの面で水田耕作土としての適性を欠き、

広範囲に亘って小区画の水田が造成されるこ

とになったと考えられる

(4)

。

一回目の噴火の記憶も生々 しい段階で、

二回目の噴火に見舞われ、

住民の周辺地域への避難生活は、

半永久的なも

-92 ー

のになった可能性がある。

それらの避難民によって新たな群集墳が造営されたのではないか。

群集墳の爆発的発生と

いう点で、

類似した要素のある地域の広がりは、

東から時計回りに

「佐位郡西部・群馬郡南部・緑野郡・鏑川流域・

片岡郡・群馬郡西部」

である。

地形条件などもあるだろうが、

これらは必ずしも郡単位ではない。

これらの地域で共

通するのは、

榛名山二ツ岳噴火の被害が、

全くないかあっても軽微な地域ということである。

つまり、

これらの隣接地域では、

榛名山東南麓地域方面からの避難民の一時的流入が、

人口の急激な増加をもたら

したと考えられるのである。

その一方で、

人口増加は食撞生産に対する必要の圧力を強めただろう。

そのことが、

子五

たな耕地の拡大へと連動していったのではないか

(5)ο 

古墳時代の上毛野地域に関しては、

比較的平坦で条件の良

い東毛地域や榛名山東南麓の開発が先行し、

赤城山南麓地域はそれに後出した可能性がある。

そしてその達成は、

そ



の後の時代にも更新され続けていくような、非常に大きな意味を持つものであった

J

但し、，利摂郡や吾妻郡のような

極端な山間部は、

その呼外であっただろう。

それらのことは、

問時代の地域的広がりだけではなく、

上毛野地域のその後の歴史を規定するものであった可能性

がある。

甘楽郡・多胡郡で構成される鏑川流域は、

その全域に一日一って条里型土地区画が造成されているが、

風向の関

係で様名山ニツ岳の火山災害の被害が全くない状態であった。

こうした地域に八世紀に多胡郡が設置されてくるのも

偶然ではなかったろう

(6)

。

他の時代と同様に、

古墳時代にも幾つかの踊期が認められる。

問時代の文化史的変化としては、

主に遺構・遺物に

関わるような物質的なものに隈られるが、

須恵器の器形の変化や埴輪の隆盛などがある。

これらのことは、

直接的に

は窯構造の変化に関係しているだろう。

間接的には、

それらの技術をもたらした渡来人の室の変化が想定できる。

東
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園地域のなかでも特に上毛野地域は、

造形的に護れた埴輪の存在が多数知られているのである。

また、高塚古墳の埋葬主体部が、，

竪穴式から横穴式石室へと変更になるのも、

大きな変化であることは誰しも認め

るところであろう。

そこには、葬送意識の重大な変更があったと見られるからである。

そして恐らくその段階で変更

になったのは、

ひとり葬送意識だけに留まらなかったと思われる。

前者の段階での絶対量の少なさからすれば、

高塚古墳自体が極めて尊貴性が高かったということは言える。

それに

対して後者の有り様は

「大衆化」

と
も
「家族墓」

とも考えられるが、

技術革新による全般的な生産力の増大という部

分が、

無視できない要素としてある。

さらに『日本書紀』

の記述でも、

畿内地域を中心に、

しばしば

「池溝」

の造営記事が見られる。

同様の事態は、

知

識・技術の移入があったという前提で、

東国地域の上毛野でも見られたと思われる。

その早い時期の達成が、

保護国



古墳群の首長たちによってなされたことは、

これまでにも明らかにされている

〈

7)

。

それらの到達点が、

榛名山ニツ岳の噴火によって一日一精算され、

そ

保渡田古墳群の王統は叫悶絶するように見える

c

の一方で、新たな取り組みによって成果を出したとみられるのが、

群馬郡の中でも東部の王山古壌の被葬者であった

? っ
hフ 。

その聞の血縁関係は不明だが、

総社古墳群の被葬者たちへと継承されてゆくことになると思われる。

同様な達成は、

碓氷郡の築瀬二子塚古墳などの各地の首長墓の被葬者にたちにも見られたは

緑野郡の七輿山古墳、

ずである。

以上の中で 大規模の古墳は、

このことは、

七輿山古墳であった

「緑野屯倉」

の設置と

(8)

。

そして、

何らかの関採があうたのかもしれない

(9

〉。

2、勢多評の実態
それらと同時期の六世紀代に、勢多郡域で隆盛するのが、

大量古壌群の被葬者一践であった。

その関係者による地

域開発の内容が、

順次問題となる可能性のある地点を列挙してみたい。

次に問題になるだろう。

以下、

-地点①
粕川左桂川とに挟まれた前橋市粕川町女淵

i
深津の低地には、

やや変影しているが、

条毘型の方格地割が残ってい

た。その直接的な用水は、東側を流下する粕川と見られるが、この部分での粕川は丘陵上を撮り抜いて遇されており、人口河川である可能性が高い。

場所によっては天井川となっている。

西側の低地の用水となっ

柏村立、1ji 

このことは、

ている樟川についても同様である。
なお粕川は、

下流の伊勢崎市域に入っても、

何カ所かの広い範囲の条盟型土地区画を残す水田に引水される河川で

あり、

全線を通じてそのような開発を目的として設計された人工河川である可能性を指摘しておきたい。

これらのこ
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わっているという調査報告書の見解とも、

改めて関係してくるだろう。

大室古墳群の被葬者の後粛と見られる多国山古墳群の被葬者が、，佐位郡の有力者である檎前部君氏と密接に関

とは、-地点②
地点①の南側に接する低地には、

この付近の造作は、

真ん中に

「毒島」

と称する小島状の高まりがあるが、

複雑である

ο

低地部分の南端に、

大規模な築堤を行い、

南側の流水をふさぎ止めていたのである。

この結果、

地点①から掛け流す形で用水されて

低地部

分にドーナツ状の巨大な

が造成されることになった。

そしてそこには、

「摺池」

、
H40

、ν
中
J

しかもその水路は、

築堤付近を経由して、

西側の低地部分へと排水

低地の形に合わせて回り込む形で掘られ、

する形になっていたのである

ο

e

地点@大室古墳群ののる丘陵の北側は、

かなり広い台地面が展開していたが、

それを数カ所で掘り割って水路を通してい

工事区

た 。

東側のものは、

かなり蛇行しているように見えるのは、

自然の蛇行ではなく、

現在の東神沢川であるが、

間毎の横へのズレを思わせる。

且乾谷詔の南の

Y
字形の低地に集約され、

西側の水路もほぼ同巧で、

それらは

が桂川の低地方向に、

水路や低地には、

もう一方、が大室古墳群の西側の低地に掛け流される形になっていた。

さらに

一部

各所に

それらが、

本来どのような意味を持っていたのか、

全体としてどのような機能を果たしていたのかは、

それらは堰として機能できないような台地部分である。

現状では詳細

小規模な築堤があり、

貯水する意図があったと思われるが、

不明である。

これらの水路と走向の類似する神沢川についても、

各所で台地上を横断しており、

人工河川の可能性が

ある。-地点④
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-七五号住屠跡

(二点)

-八二号住居跡

(一点)

-九

O
号土坑

(七点)

-ムハ号井戸

(二点〉

一号井戸

〈二点)

士器の所属する年代観が八世紀後半ということで、

この周辺の一般的な墨書土器よりもやや先行する。

、、
、、.

しかし、

ヤケに所属する

「田部」

勢多郡の公的措設の一部である可能性の高

と産接関係を震えるほどには遡及しない。

但し、

い上西原遺跡

の南西側隣接地であり、

伺段階か変遷の認められる上西原遺跡の先行建物が、

ミヤ

(「上田口寺」

? 〉

ケを構成する何らかの要素であった可能性も、

「大田」

の墨書土器が含まれるのも、

全く否定はできないと考える。

注意を要するだろうっ
集落域と墳墓域とが、

同時代的には何らかの規制があっ

どの稜度棲み分けがなされていたのかは判然としないが、

たはずである。

可耕地と集落や墳墓などが重複・混在する場合には、

時期是を含むのであろう。

この周辺の泥流丘、と泥流丘との聞には、

窪地状の低地がクレ

i
タ
i
状にあるのだが、

それらを点綴する形で、

複
雑

な水路網が構成されている

Q

大蜜古墳群ののる台地を敢り閤む形で、

ほぼ悉皆

関田可能な低地部分は、

結果として、

的に水田化が試みられているのである。
大室古墳群の北側には水路の展開する台地が広がっているが、

広い水田可耕地は少ない。結果として、

その南側に

水田が広がる傾向があるのは、

単なる標高上の問題ではなくて、

人為によるものであろう。

以上は、

すべてが同一時期に成立したものではないだろうし、

といった整黙とした規格は伴わないか

「都市計画」
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高いと思われる。そして、地理的な位置関係から言えば、

それらに先行するのが赤堀茶臼山古墳で、

後続するのが多

田山古墳群

(13) 

ということになる。

前節で取り上げた各事例を、

改めて同一平面上に配置すれば、

東を粕川で画された範囲で区切ると、

西を荒砥川、

大室古墳群がちょうど中央に位置することになる。

この範囲は中世

「大室荘」

の中心部とほぼ一致するが、

東

なお、

西に長い勢多郡域の、

ほぽ東半分を占めると見られる。

図中の南端を斜行するのは、

現状では、

多くの水田可耕

中世初期に掘削されたとみられる国史跡

「女堀」

である。

地を無秩序に横断しており、

少なくともこの部分で何らかの機能を果たしているようには見えない

(14)

。

この周辺で、

大室古墳群の被葬者に先行して地域開発に成功したのは、南西方に位置する今井神社古墳の被葬者で

あり、

荒砥川と挑木川の合流点付近の、

その周辺の条車型方格

比較的広い氾濫原の水田化を成功させたことによる。

地割の変形が著しいのは、

河川の乱流もあるだろうが、

開発起源の古さに関わっている可能性がある。

そして今井神社古墳の被葬者は、水系的には桃木川と広瀬川(旧利狼川)との合流点の把濫原の水田化を達成した、
お富士山古墳の被葬者の後背になると見られる。

そして今井神社古墳の被葬者の後継となるのは、

さらに桃木川を遡

及した正円寺古墳の被葬者であった。

ほぼ同時期に、

より困難な条件の東方を担当したのが、

大室古墳群のなかでも

前二子古墳の被葬者になるだろう。
前者は、

低地に立地する桂萱大塚古墳の被葬者と前後関係を持っており、前橋低地のなかでは、

かなり広い部類の

把濫原の開発を達成した。

それらの安定的な耕地の大半は、

その後も条里型の土地区画が造成されるなどして、

経
営

され続けて今日に至っている

(15)

。

大室古墳群ののる低台地は、

現状でも周囲を低地に固まれている

c

その低地部分に、

前述のように上流から引水し

一的一





物が造営されたのは、伊勢山古墳からさらに酉の平地部分であった。

その当初の正面が西を向いているのもぺ単なる

偶然ではないだろう

c

それ以降も、周辺の低湿地が散発的に開発されたが、残されていた開発余地の絶対量が少なかった可能性もあって、
その段階の成果は、

大室古墳群の被葬者たちの達成に及ぶものではなかった。

開発余地の枯渇が、地域勢力の成長の限界点であった。大室古墳群の被葬者とその後継者たちによる、爆発的な一関発

の達成によって、

も

一時的に挙握した可能性もある、

上毛野地域内部のイニシアチブ

(「国造」

職に相当か)

七世紀代の総社古墳群の被葬者一族に纂奪されてしまったと考えられるのである。

その権威の根源は、

荒廃した榛名

山東南麓の再開発の達成ということになる。
右のような事靖によって、

古墳時代に

その後はそれが辛うじて

周辺地域の生産力の状態は、

且飽和状態になり、

維持される韓度で推移した。

勢多郡の保有した潜在的な経清力の大きさについて参考になるのは、

時代が下るものの

「上野国交替実録帳」

に記載された

「諸郡官舎」

項に見える

「正倉」

の数の多きである。

無論、

当該史料上の記載の数の多さは、

か
な

直接的には

の多きであるから、

「無実」

平安中期の段階での荒蕗は、

り進行していたことになる。

勢多郡の規模

上野田内十四群では国府

かちすれば非常に多い部類で、

しかし、

(中郡)

所在郡である群馬郡に次ぐ。

全国の類例から見ても多い

(17)

。

その政治的経済的な鎮域は、

恐らく中世

そして、

大室荘へと引き継がれていくことになった。

その後、

一郡単位が荘園になった新田荘

の場合と異なって、勢多郡は大室荘と大胡

(新田郡)

や淵名荘

(佐位郡)

荘とに大きく二分された。

山上保・細井御厨・青柳御厨などが分立する形

その間搬に、

になって、

地域とし

(18) 

てのまとまりは全く失われたのである。
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(4)(

財)群馬県埋蔵文化財調査事業団『同道遺跡』(一九八三年)。また、斉藤英敏「水田区画規模と牛馬耕』三財プ

群馬県埋蔵文化財調査事業団『研究紀要』

一 七 、 ・

一九九九年て

同-小区画水田・極小区画水田の構造」

((財)群馬

県壇蔵文化財調査事業団『研究紀要』

一 九 、

二
OO

一年)

等 。

(5) 

たとえば木村茂光「大開墾時代の開発」

(『技術の社会史』

一、
有斐閣、

一九八二年)

(6) 

拙稿「大宝令制定前後の地域編成政策」

(『地方史研究』

ニ
O
一 号 、

一九八六年)。

(7) 

若狭徹『古墳時代水利社会の研究』

(学生社、

二
OO

七年)。

〈

8)

以
下

本文中の古墳の編年観については、

右島和夫・徳江秀夫・南雲芳昭

「上野」

(石野博信『全国古墳編年

集成』学生社、

一九九五年所収)

に基づいている。

(9) 

拙稿「「緑野屯倉」

について」

(『群馬文化』二八九号、

二
OO

七年)。

(10)

前原照子・浜田博

-前原豊「前橋市柳久保水四社出土の特殊遺物」

(『群馬文化』二

O
五号、

一九八六年)、
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前原豊・関口功

「前橋市榔久保遺跡出土の

『田部』

の墨書のある土器」

(『古代文化』

四二巻二号、

一九八八年)。

(11) 

拙稿「東山道『駅路』

の成立」

(『交流の地域史』雄山閣出版、

二
OO

五年所収)。

(12) 

拙
稿
「上毛野氏の基本的性格をめぐって」

(『東国の古代氏族』岩田書院、

二
OO

七年所収)。

(13) 

(財)

群馬県壊蔵文化財調査事業団『多国山古墳群』古墳時代編

( 二

OO

四年三

(14) 

(財)

群馬県壊蔵文化財調査事業団『女堀

h

ご九八四年〉。

(15) 

拙稿「前橋低地の開発をめぐる二・一二の憶説」

(『群馬歴史民熔』一二十二日方、

二
O

一 年) 。

(16) 

群馬県教育委員会『上西原遺跡』

(一九九九年)。

また、

松田猛

「群馬県における文字瓦と墨書土器」

二 信

濃』一二十八巻十一日方、

一九八六年)。



(17) (18) (19) (20) あ

る

拙補

「史料からみた

『 院 』

竹内理三編『荘園分布図』上巻

について」

(吉川弘文館、

(前掲注

近の成果としては、

(16) 

報告書所収)。

一九七四年)

参照

c
(群馬)』

(新泉社、

前橋市文京町を中心に所在する

『女溝』

前原豊『東国大豪族の威勢・大室古墳群

成立が確認され、

の意義」

(『群馬文化』

「女溝」

ニムハ六日号、

断定は避けられているものの、

については、
二
OO

一年七

前原豊・秋池武・飯島義雄この論文で古代の用水路

ニ
OO

九年)

参擦の

古墳時代の所産である可能性が示唆されている。

「女溝」

「利根川からの引水遺構で

平安時代以前の

士 、
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第五章はじめに

「甘良

と貫前神社

(カムラ〉

ミヤケ」
カムラ評は 大の地域的実体であった。

七世紀後半の上毛野地域にあって、国家的な政権が、

ヤマトを中核とした近畿地方に定着し、

西方からの情報に、

上毛野地域で も早く接することが

ほぽ鏑川流域全体を網羅しただけでなく、

北は碓氷

(日)

川右岸まで広がってい

できるという地理的特色があった。

南は緑野屯倉の後身である緑野評とも接していた。

たらしく、

と仮称しておきたい。

六世紀前後の榛名山二ツ岳の噴火によって壊滅した、

これを

「広域カムラ評」

そして榛名山の火山災害からの復興の努力

そのことは、

地域との政治的関係の下で発生した現象であった可能性がある。

「車評」

その後も地域の政治情勢に少なからず投影されていった可能性

が継続された六

i
七世紀代に増大したその影響力は、

がある。
問題なのは、

域であったが、

榛名山の火山災害後に、

上毛野地域内部での相対的な影響力を増していった可能性の高い鏑川流域地

そのような影響力が中央の諸政策の実砲のたびに、

同時代

徐々 に逓減させられていったことであるむ

上毛野地域に限つては荒廃した地域の復興をも担ったであろう政治組織は、

ミヤケであっ

の地域支配の拠点であり、

鏑川流域地域のミヤケとその変遷について考えてたい。

たと思われる。
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、 ‘
AV当 、

し、刀

東に流下する鏑川に合流する各小河川がュ白熱的境界の役割を果たしていたとみられる

0・中位河岸段丘を中心

に各時代の集落や墓地が展開し、

下位段丘面でも条件の良い平担面に、

生産域

(条皇水田)

ミ』ムーっ

f
‘、百こ

0

4HHHH

品、消

HJ

一

w

下位段

丘面で条件の悪い紘辺部は、

基地・集落となっていた。

現在の吉井町市街地の西北方にある通称

「長根田園」

条里型の水田は、

の面積が広い。

この部分の下位段丘面は、

鏑川流域の中でも も幅が広く、

多胡郡の中心地点になるだろう。

多胡碑も、

現状では下位段丘面の段丘崖に拾って

鏑川が南に大きく変流する部分の北端近くに立地している

c

辛科神社と大学矢田の乗る中位段丘面を分かつのは、

南北方向にのびる大宇多胡の谷である。

大宇多胡は、右の地

点の南端で、

中位段丘の段丘崖を背負う形に位置する。

その大字多胡を挟む形の段丘崖斜面の両側に、

鏑川流域でも

大規模になると見られる群集墳が所在する。

所在地名によって、

西側を神保古墳群・東側を多胡古墳群と呼んでい
明確な前方後円墳

H
首長墓は認められず、

大半が横

これらは本来一体のものとなるだろう。

この古墳群には、

るが、穴式石室を内蔵する小規模な円墳であるの

恐らく六世紀後半以降に急激に形成されはじめ、

半世紀程度の短期間のう

ちに現在の規模に至ったと考えられる。

一方大宇多胡には、

呑口に近い平地部分に小字「口伝(くでんご

「九田」

同じ鏑川流域の富岡市曽木には

がある。

があるが、

これらは前橋市などに類例のある

安中市

「公団」

に通じるだろう。

同じく前橋市・伊勢崎市の

「国領」、

「国街」

「国街領」

(3)

。
国街領の設定の前提には‘在庁官人などを輩出

の単位を示す可能性がある

などと同様に

するような、

国府と親和関俸のある在地勢力が必要であった。

上野国の場合そのような勢力は、

西上野を中心に特定

-特殊な場所にしか居住していなかった。

多胡郡が国主導の公的契機で立郡されたことの証左になるとともに、

郡

内

の中心地を示唆するものである可能性がある。
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2 

「カムラのミヤケ」

の推定地

上毛野地域の構成要素としての鏑川流域の 大の特色は、，その流域全体の水田可耕地が番皆的に条里型土地区画を
強行されていたこと

(4) 

現地表の地割を、

古代の

と直結させて考えることはできないが、

あ

「条皇制」

であろう。

る段階以降かなり安定的な耕地であったことは間違いない。

そしてそのような方格地割は、

一定の地域開発の基準線

に基づいて施行されていた可能性がある。
東西に細長い鏑川流域であるが、

谷奥部の重要地点とみられるのが富岡市一

ノ宮の貰前神社付近である

Q

鏑川右岸

に、複数の前方後円墳を中核とする

ノ宮古墳群が所在し、

本語郷土遺跡では大規模な集落遺跡のなかに同時期の豪

族居館跡も確認されている

部分的な調査のため詳細は不明だが、

上毛野地域では堀の法面を石積で被覆する

(5)

。

のが確認されているのは、

現在までのところ高蹄市三ツ寺

I
遺跡の豪族居館とここだけである。

上野国一宮でもある貫前神社は、

経津主命を主たる祭神とし、

鏑川と高田川の分岐点に位置する。

信濃国側の通交

で見れば、

鏑川筋は佐久地域・高田川筋は小県地域に連なる交通路になる。

物部系の流れは佐久平から連なるもので

あろう。

信濃国府が小県郡であっても、

移転後の筑摩郡であっても、

関東平野方面に出て行くためには、

必ず通過し

なければならない可能性のある地点であった。

そして、

右の本宿郷土遺跡を眼下に望む、

東西方向の低丘陵上を乗り越える形で参道が敷設されている。

貫前神社

の社殿は、

丘陵の頂部から北側への下り階段によって下った先に形成されるも

槌めて特異な建物配置を示しているこ

とに注目したい。

その方面には、

妙義山を経て碓氷峠方面へとつながる高田川の谷が位置する。

圃場整備に先立つ近

年の調査によって、

その谷や丘陵地形を横断する形の、

碓氷川の容と連絡する古代の直続的交通路が確認されるに至

っているの

同時代の一方の起点は、

貫前神社付近にあるらしい。

古代を通じて交通上の重要地点で

いずれにしても、
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小領であった。

同時期に同様の褒賞を受けた碓氷郡方面の石上部君

上毛野氏には、

赤城山に対する

「山岳信仰」が想定されているが、

上毛野地域各

度はかなり低く低調な印象である。地に所在する

「巨石祭把」

もまた、

対応があった可能性がある

(8

〉 。

(←上毛野坂本朝臣)

氏と比較すると、

記事の頻

神仏習合とは別の脈絡で鎮護国家の仏教への信仰心との両立を求められる厳しい

全面的に廃止され荒廃したというよりも、

各地域の実情に応じて様々 な施

設に転用された可能性がある。

特に、

廃止の方針が示された各地のミヤケは、

人的な部分はそのまま持ち越され、

官街的な施設部分についてはオホヤケとし

て全面的に改装されて残存したのではないか。

貰前神社とその周辺の様相などから、

そのように考えられると恩われ

るのである。

3 

「上野間府」

設定と甘良郡

地方でも支配構造の再編成、が進められた。

各地に分散額向にあ

七世紀中葉以降の一連の中央の政治改革に伴って、

既得権のあった親和的な地方豪族の本拠地を中心に、

「国府」

と
し

ったミヤケは、

原則として制度上一律廃止され、

て各種機能が統合された。
上野国府は、

『和名類緊抄』国郡部に

地域で 有力な総社古墳群の造営主体の根拠地付近に設置されたのである。

に、廃絶段階まで継続して所在していたと考えられる。

には現在想定されているような位置

「国府在群馬郡」

とあるように群馬郡内に設置された。

七世紀段階の上毛野

転移の可能性も絶無ではないが、

基本的

「上野国交替案録帳」

によって知られる上野国府の基本的な構成は、

(前橋市西部)
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こうして形成された国府の景観は、

恐らく短期間に達成できたものではなく、

中央の命令が下達される度に長期間

に亙って整・嫡，拡克されていったとみられる。先行する擁設を転用することが可能であれば、

少なくとも当初の負担



は軽減されたであろうが、

上野箇府の場合はどうだつたのであろうか。

天災や事故、政策の転換によって改蕗され建

て替えられる施設も少なくなかったと思われる。
上野国東部を中心に確認されている

「東山道」

とされる東西方向の大規模な道路状遺構と連続する遺捕は、

れる群馬郡域でもかなり南側を通過する形になっている。

これは群馬郡と片岡郡とに関する人為的境界になる可能性

想定さ

があると考える。

これに交差する南北方向の地割は、人君賀野町付近から国府方向に伸びている。

そして、

成の基準と見られる車線的な地割の北端付近に、

上野国府は占地するのである

1 
1 

国府政庁院推定地の北方には、

牛池川を挟んで

「放光寺」

が先行する施設として存在した。

放光寺は、

も 初期に出現一した本格的な寺院である。

多量の塑像や壁画断片が出土しており、

この地域編関東地方で

法隆寺クラスの内容が懇定される

という。

関東地方 有力の終末期古墳からなる総社古墳群の被葬者一族が造営した描設として相応しい。

には、

「大衆院」

を始めとする衛星的な運営施設が配置されていた。

「豪族居館」

現在調査中の各時代の遺構への調査が

放光寺自体は、

前代の

ものであり、

隣接する

としたとする説があるが、

を拡充して

「評家」

「国府」

侯たれるところである。

いずれにしても、

大にして 有力と見られるカムラ評ではなく、

クルマ評に国府が設定され、

カムヲ評寄りに設

置されていた道路を始めとする諸縮設が、

国府所在地方面に検々に集約される形になった。

行政区分の上でも多胡郡

が分立したことにより、

甘良郡は上野圏内 大の郡ではなくなったのである

ο

結

ヤマト勢力の、

直接的支配領域の拡大とともに整慌が進められ、

詳細に把握されるようになった上毛野地域の五

1

恐らく周囲を改造した







第六章

「 佐 野 一 一 一 家 」

の意義

はじめに
『日本書紀』

「佐野三家」

に見える

「緑野屯倉」

その存在が確実なのが

である。

地方のミヤケで具体的

と同様に、

な名称が判明すること自体が極めて例外的であろう。

「佐野三家」

山上碑に見える名称であり、

類似した脈絡の上に建立された

「金井、沢碑」

ごニ家子孫」

とは、

の

ル}今

C

れる丈一言も、何らかの形でこれに関係するものであろう

七世紀中葉の一連の政治改革に伴う

(1)

。

「ミヤケの鹿止」

によって、

政治制度としての各地のミヤケは、

の

名

消滅を余儀なくされたはずである。

にもかかわらず

「佐野三家」

称は存続し、

ミヤケの人的結合も強固に残存し続けていたのであるの

上毛野地域におけるその意味について、

少しく

考えてみたい。

、
守i

八幡古墳群の消長

の分布などからすると、

『倭名類来抄』郷名

(若田・多胡

e

高東・佐没・長野・山部)

古代の片岡郡は烏川両岸に

商から観音山丘陵が迫っており、

開けた水田可耕地な

細長く展開していたと考えられる。

鳥川右岸地域については、

どはほとんど存在しなかった。

丘陵地の中腹や上回の平坦地は集落や墓域として住み分けられていた。

集落等の密度

「片岡郡衝」

高崎市豊岡地区に郡内でも 有力の遺跡が集中し、

があるとすれば、

は高く、

も
し

鳥川と碓氷川に挟ま



れた豊岡地区となる可能性が高い。

「上野国交替実録帳」

も
「豊岡郡」

なる表記、が見えるほどである。

一 方 、

鳥川左岸地域については、

古い段階の榛名山の泥流や榛名白川の扇状地などによって構成される。

その上面

は概ね平らで、

群馬郡方面へと平坦地がつらなるが、

後述するようにそのかなりの部分に条里型土地区画が騎行され

ていた。
五世紀中葉

i
上並榎稲荷山古墳(舟形石棺)

.(-・

五世紀末

1

平塚古墳

(舟形石棺)

+一

六世紀初

l
築瀬二子塚古墳(横穴式石室)

モーー

六世紀中葉

l
八幡二子塚古墳

(横穴式石室?)

<e-

六世紀末

i

八幡観音塚古墳

(横穴式石室)

その後、

片岡郡に隣接する碓氷郡の郡領級の氏族として、

石上部君氏が知られるようになる

(2)

。
北に隣接する

吾妻郡でも郡領を務めているので、

①吾妻郡から碓氷郡へ進出したのか、②碓氷郡から吾妻郡へ進出したのか、

@全

く別の地域から移住してきたのかは微妙であるの

石上部君氏は、

国分寺の創建に協力して叙位に与るなど、

国家的政





鳥川左岸には、

さらに下流の浅間山古墳を中心とする初期の首長墓から、

後期の群集墳までが連続的に集中し

JE

大な古墳群を形成していた。

これらの古墳群は、

その後「車評」

に属するのか、

「片岡評」

に属するのか。

いずれに

しても、

片岡郡の前提になるものは、

地域の歴史全般を通じて群馬郡の西隅に押しやられて、

等閑に付されていてよ

い地域ではなかワたと考える。

2
、片岡郡の条里型土地区画

片岡郡では、

鳥川と碓氷川の聞及び鳥川左岸に条里型土地区画が広く展開している。

後者にあっては、

前橋台地上

の広域条里との連続性が問題になるが、

どこかで郡域を越える形になるので、

現状の景観だけから単純に広域条里と

のみ評価を下すことはできない。

しかし広大な平坦地は、

上毛野の 初期の大規模開発の対象地のひとつであったと

-119 ー

いう点で特に注目される。
右の水田地帯は、

北は擁名山から流下する白川等の河川、

西は鳥川・碓氷川によって形成された、

南東方向に緩や

かに傾斜する扇状地状地形の一扇端部湧水帯に造成される。

この地形の基盤は、

起源の古い榛名山泥流で現在井野川の

流下する位置を北端とし、

連続的な崖線を形成する。

現状で鳥川流域及び碓氷川流域の谷部で条星型の土地区画の広

がりが見られないのは、前橋低地帯の下段と同様に 下層の氾濫原に相当するためであろう。
烏川左岸の条里型土地区画の実態に関していえば、

上流部では現在の長野堰の左岸側を中心に展開している。

長野

堰右岸から烏川の自然堤防の間は、

多数の水路が流下して開固化されているが、倉賀野町西側まで条里型の土地区画

は設定されていない。

長野堰の掘削時期が何時まで遡及するのかも問題だが、

その掘削後に地割が殖行された可能性

がある。



この周辺の一連の条里型土地区画の標高上の上限は、

概ね県道

10

号線

(通称、

県道前橋安中線)

付近で、

それよ

りも高い標高では傾斜も急になり、

榛名山の火山災害の影響もあって、

その起源が比較的新しいものが多いようであ

る。無論、

現地表で確認できない地下遺構についてはこの限りでない。

一連の条里型土地区画の西端

U
上流に位置する上並榎稲荷山古墳は、

右の長野壊の左岸に位置するが、

低地部分

に取り残された形の自然場防残丘を整形して築造されている。

周堀外の前方部前面と後円部前面とにその残骸が遺さ

れている。周堀の外側には周庭帯かと見られる地割も付帯するが、右の自然地形の残酷部分に遮られて全周はしない。全周した場合の上並榎稲荷山古墳の兆域は、

二坪分種度の大きさになる。

そこで改めて注意されるのは、

上並擾稲荷山古墳の周辺の地割である。

その東側には正方位の条里型土地区画が広

く展開しているが、

上並榎稲荷山古境の周囲四坪分ほどの範囲で方位を異にする地割が認められる。

その方位は等高

線に平行するものと直交するのとである。

上並榎稲荷山古墳の主軸方位は、

等高線と直交しており、

こうした地割と

-120-

関係しそうなのが

「東山道『駅路』国府ル

i
ト 」

(以下、

「国府ル

l
ト 」

と略す〉

とされるものである。

「国府ル

l
ト 」

iま

八幡古墳群ののる丘陵を越えて鳥川を渡河し、

国府方面へ向かう走行を持っている。鳥川の渡

河地点は、

高崎市剣崎町と金井淵町の境界線と、

同下小塙町と我峰町の境界線をつないだ線とほぼ一致する。

道路の

地割が今日の行政区分にも反映されたものと恩われる。

走行は直続的であるが、

地形によって障害物を避けたり微妙

に題曲していたりするので、

厳密な直線ではない。

この路隷は、

これまで条里地帯を斜行すると紹介されている

(3

〉

カミ

基本的には等高線に平行に造営されたもの

になるだろう。地形を無視した直線道路のような無駄が排除されているので、より後発するのは明らかである。また、復員五

1
六メートルという幅員も『延喜式』中路の規格に近い。

先述のように、

長野堰までの区間は基本的に条里型



の土地区画がない。

長野堰以東についても、上並榎町付近のような整った整った条里型の地割は少なく¥地野に応じ

て変形している。榛名山方面からの小河川沿いの低地部分は水固化されているが、

標高が上昇するほど自然堤防〈な

いし丘陵)

の幅が広がり、

水田の割合は低くなってくる。

そのような雑多な地形

(H

水田適地ではない)

の聞を緩く

カーブしながら上野国府方面へと伸びているのである。

一 方 、

碓氷川左岸の条里型土地区画について、南北方向の区画は比較的距離が短く明瞭で、

条里型地割を認定でき

るが、

東西方向の区画線は比較的距離が長いこともあって、

全体として歪み・曲がりが目立ち、

個々 の方格地割の明

瞭さに欠ける。

段丘を背負い標高の高い北側の地割が比較的明瞭で、

碓氷川に近い低地部分の地割は不明瞭である。

傾斜地での造成に発生しやすい現象だが、

坪内部の睦畔は東西方向の長地型傾向にあり、

運用上はあまり大きな問題

にはなっていないのかもしれない。
丘陵上の首長墓系列を示す三基の前方後円墳について、

が段丘南端に近く並列し、

主軸方向はほぼ揃っているが、

平塚古墳と八幡二子塚古墳

眼下に水田可耕地が望めるような立地なのに対し、

八幡観音塚古墳は段丘中央部に立地す

る 。

東に流下する浅い開析谷が

Y
字型に合流する位置に設計されているが、

周堀南辺は低地にかかり十分な深さを確

保していないかもしれない。

中小の群集墳は、

その大半が八幡観音塚古墳の北の谷より北側ないし南側に集中し、

墓

域の設定に階層差のようなものが意識されていた可能性を示す。

そして、

前述の

「国府ル

l
ト 」

がこの首長墓系列の

間を縫うように通過しているのが象徴的である。

首長墓系列の子孫

(石上部君氏か?)

カ3

祖先顕彰の意味でこのよ

うなル

l
トを設定したのではなかろうか。

なお、

鳥川右岸については幅も狭く河道の痕跡が目立ち、

まとまった条里型土地区画を検出しにくいが、

群集墳の

立地する徴高地や丘陵斜面に面する低地部分には、

それなりの面積の可耕地があるので、

区画の有無に拘わらず水田



として利用されていたことは疑いない。鳥川右岸に連続する少林山台古墳群

1
乗附古墳群、

三島塚古墳・小祝神社周

辺、鶴辺古墳群、鏑川流域の山名古墳群周辺の低地の水田可耕地は、

そのような面で在意されるであろう。

片岡郡全体の条星型土地区画に関しては、

井野川による北西部の開発に始まり、

鳥川・碓氷川の自然境界に規定さ

れる形で展開して一体の地域を形成していた。

現在の井野川は、

基本的には北西から南東方向へ流下しているが、

品目

部では非常に蛇行しており、

結果として条里型土地区画となじまない大きな自然堤防を伴っている。

しかし、

この周

辺の開発の重要な起点であった元島名将軍壕古墳に接するように、

直線的で人工的な水路遺構・場水のための貯水遺

構が伴っている。
右の水路跡については、

矢島町

1
元島名町の井野川左岸に直線的に連なる。

その上流部分はやや不明確だが、

染

谷

川に接続するようである。

下流部分は、

綿貫古墳群付近まで続く。

この水路が同時期に機能していたとすれば、

!日
利
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根川

1
風呂川

1
染谷川

1
井野川という、

前橋台地を縦断する巨大な水路遺構ということになる。

その政治的・経済的

な意味は、

同時代の日本全体で見ても甚大ということになるだろう。

鳥川左岸の片岡郡域の農業の安定的経営に当たっては、

井野川の南を東流する長野堰

(それに先行する水路)

の

意

味も大きい。

上並榎稲荷山古墳の西側隣接地に、

自然堤防を削る形で、

その古い段階の水路跡と見られる地割も認め

られる。

その水路跡は、

以東の条里型水田の開聞に当たって大きな役割を果たしたのでは牟いか。

その開発を主導し

たのが上並榎稲荷山古墳の被葬者ということになる。

3 

上毛野片岡評と大和葛城県との関係

片岡郡は、

大和国北西部の

「葛木地域

(忍海郡・葛上郡・葛下郡・広頭郡ご

との共通性が見られることについて



iま

(4)

。葛上郡・葛下郡は、

七世紀以前には大和六県のひとつである葛城県の伝統を引く評であ

既に指摘がある

り

「上・下」

七世紀代には葛城

忍海郡・広瀬郡も分立したものと恩われる。

分割と前後して、

葛城県周辺は、

その

氏の旧領を継承した敏達天皇系の王族勢力の基盤であったとされ、

南端の忍海郡には

「王宮」があった。

また、

北

端

に近い大和川と各河川との合流点では、

国家的祭斑のひとつである

を執行する重要拠点であった。

「広瀬祭」

地理的な状況として、

西側に観音山丘陵を背負い、

西側に

比較的大型の河川の合流点付近に立地する片岡郡は、

上山から連なる馬見正陵を背負い、

大和川に多数の小河川が合流する大和葛城県付近の景観に似ている。

ヤマトから

上毛野地域に進出した敏逮天皇に連なる勢力の先兵たちは、

その類似に驚きながら故郷の地名を割り振っていったの

ではないか。

「葛城県

『倭名類莱抄』郷名は次のようなものである。

(←評)」

に関わる地域の構成要素に注目してみる。

忍海郡!樟積・園人・中村・来栖葛上郡

l
日置・高宮・牟婁・桑原・上烏・下鳥・大坂・楢原・神戸・余戸

葛下部

i
神戸・山直・高額・賀美・馨田・当麻

広瀬郡

i

城戸・上倉

e

下倉・山守・散吉・下勾

地域の再編成に当たって葛城県は、

均分に三分されたわけではなく、

も上流に位置する葛上郡が 大で、

下流に

位置するこ郡がほぼ同規模に分割されたようである。

郷名レベルでは上野国片岡郡との共通性はほとんど見当たらな

、
BAV

、 . 司 、

、
hyw

刀

強いて一言?えば

「位投」

も

山

直

山

守

「山部」

「散吉

H
讃岐」

と類矧している。

であるというが、

また、

カ主
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「サヌ

( キ) 」

と読むべきなのかもしれない。

群思郡にもまたがっている北部の

「長野」

も烏川左岸なら、

高崎市の

中心市街地に分断されながら、

南
の
「佐野」

に至る帯状の鳥川左岸も、

現在一般に想定されているより広大な片岡郡

の可能性を示す。
との件に関連して、

「金井沢碑」

iま
「群馬郡下賛郷高田里」

という郷里制下の地名が見えている。

そこに

ごニ家

子孫」が居住しているというのだが、これは「佐野三家」が分割された後の姿であると理解できるだろう。「上讃(岐ご
「下讃

(岐ご

と分割された

「サヌキのミヤケ」

Iま

群馬郡に

「下賛

(讃岐)

都

日下流

( 南) 、

片岡郡に

「上讃岐

郷

日上流

(北)

というふうに二分割されたのではないか。

そして、

片岡郡は烏川両岸地域に展開していたが、

水系・水路に関する知見からは、

井野川付近を境に水系が異な

ることが判明している

(5)

。

このことは、

地域の政治的区分に関探している可能性がある。

ことによると井野川が

-124-

自然境界になり、

以北が群馬郡・以南が片岡郡であったかもしれない。

そのように見た場合、

綿貫古墳群や倉賀野古

墳群などは、

後の片岡郡域に含まれることになる。

そうした領域的広がりを前提にして、

はじめて六

1
七世紀の上毛

野地域にとって、

極めて重要な位置を占めていたと考えられる

「佐野三家」

の地域史への関与の意味が明らかになっ

てくるだろう。
また葛下郡には、

大和川と葛下郡との合流点近くに片岡王寺が所在するが、

その通称を

「放光寺」

とい

wつ 。

上毛野

地域で

「放光寺」

といえば、

「山上碑」

に見える七世紀代創建の古代寺院であり、

前橋市に所在する山王鹿寺のこと

である。

少なくとも上毛野西部から中部にかけて、

葛城県または敏違系王族に関わるヤマト勢力の直接的移植が見ら

れ

それらの人々 によって上毛野西部を主舞台に、

ヤマト的世界の再構築があったかもしれない

ο

それこそが上毛野

地域での存在形態だったのではないか。





人の存在だけに単純化して考えると辻棲が合わなくなる。

少なくとも、

前代からの歴史を引き継ぐ要素と、

それが途

切れる要素とがあったろう。

大宝律令に基づく政治体制が成立するまでの特殊な政治状況や、

それが養老律令による

政治体制に変化させられてゆく過程が、

中央の地方支配にどのように投影されたのか。

末端に行くほどその振幅は大

きかった可能性がある。
また榛名山麓は、

中世には

『倭名類緊抄』郷名を負う長野氏を中核とした氏族結合がみられた。

長野氏は、

在原氏

の後葡ともされるが、

石

上
(部君

H
上毛野坂本朝臣〉

氏の関係者で、在庁官人などとして上野国衝に出仕していたと

も伝えられている。この石上←長野氏の存在形態は、碓水川流域の構成要素としての片岡郡の在り方を示唆しているの長野氏のウジ名は、

片岡郡・群馬郡にまたがる

「長野」

郷に由来しているだろう。

そのような広域をかつて

「長野」

と称していたものが、

ある時期分割された可能性は、

造籍に際して賜姓で不遇をかこったとされる石上部君氏の伝承

とも重なってくる。

片岡部内の重一要地点が北に編っていることとともに注意しておく必要があるだろう。

結

「ミヤケの廃止」

lま

¥ヤケの完全消滅を意味するものではなく、

様々 な形で次の段階に適合するように読み替え

がなされた可能性がある。

その解釈と運用とは、

地域によってかなり振幅のあるものであったろうし、

影響力の残存

の時間幅も様々であった。
しかし、

三世代分にもまたがった記憶

(山上碑)

と人的結合の残存

(金井沢碑)

というのは、

かなり通例と異なる

事態であったと一吉?えるのではなかろうか

G

そしてそのすぐれて独特な地域的事情が、

ほ、ほ重複する地点に関する和銅

四年の多胡郡設置問題へとつながっていくと考える。



(l) (2) (3) (4

〉

(5

〉

(8) 

注たとえば勝捕令子
拙

穣

金坂清則
平
林

拙
尾

崎

「金井沢碑」

( 吋 東

( 司 東
石文の古代史』

の古代氏族匂岩田書院、

「上毛野坂本朝臣男鳴とその一族」

一部瀦吋

吋 七

紀

の

「上野田・下野田」

代史』

〈白水社、

吋上毛野の古代

(藤間謙
観

〈岩田書院、

左雄吋群馬の地名』上・下

二
OO

一

(換乎堂、

川弘文舘、

代日本の交通路』二、

、』輔_，
o 

二
O
一二年)。

一九七

O
年) 。

一九九九年所収〉。

ニ
OO

七年所収)。

大

明

一九七八年所収)。
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第七章

上毛野地域の

「 郡 」

の成立

はじめに
日本古代史の分野では、

「 郡 」

の成立は多くの識者の重要な関心事のひとつであり、

その成果についても枚挙に暇

晴、」『泊

lh川 、 、

カえし

(1)

。
しかし、

それらの考察の対象は、

特に成立時期の問題に注意が集中している傾向がある。

また、

史

資料の残存状況に左右されて、

かなり限られた地域である場合が多く、

全国的にはどの範囲の地域が一般化できるの

カ冶

いつ頃から実施されたのか、

その実描状況がどの程度徹底したものであったのかという点などで、

今日でもなお

多くの問題を残していると思われる。

近では、

官都遺跡や各地の官街遺跡などから発見される、

木簡を中心とした豊富な出土文字資料によって、

そ
れ
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がかなりの広範囲にわたって、

相当徹底した形で実施されていたと考えられるようになってきている。東園地域に関

しては、

司常陸国風土記』

の記述に基づく常陸国の事例がよく知られている

(2)

。
国造の領域を分割して立評した

り

単独のままで立許したりして、

各地点の状況に応じて実施されていることがわかる。

各都の編成過程について整

理すれば次のようになる。
国造のクニ

分割・統合

『倭名類燕抄』郡名

立評記事

郡領氏族

-新治

A
ハ ハ
i
新治

新治

× 

新治直



-筑波-茨城-那珂(下総海上)-久慈-多珂

/久
{言河筑

太内波

/白壁

真盤

欠

筑

波

× 

河

内

欠

信太

。

茨城

茨

城

× 

行

方

行方

。

那

珂

那
珂

欠

香島

鹿

島

。

久

慈

多久

珂慈

〈O)
欠

パ ハ 一 一

陸奥国石城

。

すれば、
同時代の常陸国の状況を観察すれば、

その後も個々 の構成郡の規模が大きく、

避詳の関係で白壁郡が真壁郡と名称変更を余儀な

それ以前の状況の方がかなり特殊であったと推測される。

丈部・壬生宿禰物部←物部志太連壬生直宇治部直中置連君子部
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磐城臣

本当に郡の分割が適正になされたと

たといえる。くされた以外、

八世紀以降新たな改編は特に行われていないので、

七世紀代の分割・統合は比較的穏当なものであっ

また、

国の規模が同等以上で、

同じ東国地域にありながら、

武蔵国

(特に北部)

の場合などは、

規模の小さな郡が

集中している。

それぞれの前提になる要素の違い

l
常陸国にあっては国浩一級の豪族が複数存在したこと、

武蔵国にあ



つては七世紀代の渡来人の活発な移植があっ

たことーが反映していると考えられる

ο

これらに対して上野国の場合、

北部の山間地と平野部の中部・東部地域では、

開発条件に大きな隔たりがある。

に吾妻郡などは、

交通路以外の要素はほとんどなかったろう。

平野部でも大間々一扇状地上などの大規模な開発時期は

表

古代上野国の

の成立過程

「 郡 」
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遅れるだろう。

古代の技術水準で開発可能な地域は意外に限られていたのではなかろうか。そうした地域を基盤どす

る有力豪族は、

常陸国や武蔵国ほどには林立状態に歪らなかったと思われる。

加えて、

先述の火山災害のような要素

もあった。
そのような前提に基づいて、

古代上野国の

「 郡 」

の成立過穫について整理すると表

2
のようになる。

和銅四年の多

胡郡設置以前の一三郡については、

あまり劇的な変化は見られず、

恐らく七世紀以前から継続していると見られる。

但し、

「 一 許 」

制が史料上確認されているのは

「碓日・車・佐為・大荒木」

の四例である。

八世紀以降の改編も、

他

地

域と比較すると比較的静穏で、

十一世紀前半段階までに

①「群馬郡」

が東・酉に分割

②「片問郡」

カミ
「豊岡郡」

と名称変更された

程度の小幅な変佑に留まっている。

以

下

これらの要素について順次見てゆきたい。
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ー、大佑

「東国等国苛」

の探遣

地域行政区分の実施のなかで、

その拠点として律令政府に親和的な勢力の協力により

「国府」

が設定されたとみる

のは、

も一般的な理解であろう。

そのことは、

地域支配の単位が、

国造の

「力/ニ」

から律令制的

「国・郡」

へと変

化したことを示す大きなできごとであったと想像される。

東国地域にあって、

各国府の設定を考える際に避けて通れ

ないと思われるのが、

大化の東国等国司の派遣である

(3)

。
これをごく地域的に引き寄せて考えれば、

一体どのよ

うなことが言えるだろうか。

このことに関する記事は、

ほぼ三つの部分から成り立っているが、

かなり複雑な内容で、

現在までに様々 争解釈が



施されている。

派遣直後に政績の審査が実施され、

大半の関係者が処罰の対象になったというのも、

かなりの異常事

態であるように思われる。

その内容についても諸説あるが、

各地に派遣されたのは、

概ね次のようにグループ分けさ

れるような人々 である。

長

官

[次官]

[主典以下宮人]

〔派遣地域]

ー穂積臣咋

ー富制臣某・巨勢臣紫壇

-a? 

EE

勢認禰臣

ー朴井連某・押坂連某

ームロ直須弥

り

直紀麻利害施臣!三一輪君大口・川辺毘百依!川辺臣磯泊・丹比深目・百舌鳥長兄・葛城福草!毛野地域

難波癖亀・犬養五十君・伊岐史麻呂・丹比大限

w
阿曇連某

ー膳部臣百依

!川辺直磐管・(川辺臣)

湯麻呂

ワ
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V
大市連某

ー中臣鶴・涯田臣某

i
駿河地域

羽小結臣某

ー忌部木葉・中臣連正月

り

mm

丹波巨某

ー羽田臣某・田口臣某

i19' 

四平群臣某

!越地域

各グループが派遣された地域に関しては、
(1) 

毛

野

(2) 

相

模

(3) 

武蔵



(4) 

常陸

(5)

総

(安房を含む)

(6) 

信濃

(7) 

三河

(8) 

遠江・駿河

(伊豆を含む)・甲斐

というような八地域とする説が有力なようだが、

相互に決定的要素を全く欠くため、

具体的には国

(毛野地域)・

v

(駿河地域)

の両グループを除いては、

推定さえ困難な状態である

ο

四のように、

北陸地域を含めた有力な反対説も

あるようである。

(1) 

(8) 

の各グループに関しては、養老三年(七一三)

の按察使の分担地域などが参照されているようだが、

この時期については、

広域的行政区分に関して幾っか確認しておかなければならないことがある。

すな.わち
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①東山道

(駅路)

立 、

直路として開通していなかった。

②東海道の武蔵国は、

東山道に所属していた

(実態的交通手段は海上交通が中心であった可能性が高い)

@ 

(行政区分自体が未成熟なので)

必ずしも律令制下の国単位を担当したのではなく、

地域勢力の単位を担当した

可能性がある。

といった点が考慮されるならば、

少し異なった地域分けが考えられるのではなかろうか。

上毛野地域に派遣された可能性が高いということで、

諸説が一致している盟グループには

「朝倉君・井上君」

と
し、

った地域の豪族が対応しているが、

特に前者が上野国那波郡の郷名

「 朝 倉 十 一

に一致する氏族であるとされている。

、-
」

の朝倉君氏は、

采女を買上しているので、

ある程度の期間に亙って郡領級の地域勢力であったろう。

後者も同程度の



氏族である可能性は高いだろう。

東北地方を除く東留地域で

「井上」

という地名は、

申

国山梨郡・常陸国行方郡の

郷名に見えている。

常陸国行方郡には他に有力

族の脊在が知られており、

地

域

を特定するには

らない。

一 方 、

『常陸

風土記

h

の立郡記

では、

多珂郡

「〈陸奥底)

石域間違」

の領域が、

行方郡条に

二上総国〉

取郡い

が合

れるなど、

必ずしも後の行政区分に拘束されない領域の広がりがあったことが知られる。

武

蔵

-信濃

国などのような、

規摸も大きな所

郡の多い国も、

本

幾つかの要

によって成り

っていたと考えるべきだろう。

なお不確定な

は少なくないが、

地域的な親近制などを

摩して以上を総合すると、

(1)

遠江・駿河(伊豆を含む〉・相模・武蔵南部

一

(2

〉房総半島から常陸階部(

一(3)宿城地域を含む常陸北部一

ケ滞を境界にするか)
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{以上、

後の東海道地域}

一

(4)

倍濃のなかでも諏訪地域から北陸地方(越後方面〉一

(5)甲斐・信濃のなかでも上だ地域から毛野西部地方

一(6)上毛野東部から武蔵北部一

(7

〉石背地域を含む下毛野地域一

{以上、

後
の

山道地域〕

国岡
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(8) 

北陸地方

(越中以西)

【後の北陸道地域】

といった地域群が想定できるのではないか。

後の行政区分と比較して広すぎるという感じもあるが、按察使の事例な

どを参照すればその内容が問題で、域の対応関係については、

現在想定されているように、

律令制下の国司のイメージは当てはまらないだろう。

一部を除き留保せざるを得ない。

なお、

各々 の国司と派遣地

そして、

この段階で盟グループに夜接対応した氏族として、

朝倉君氏の

J名前が出てきていることに、

改めて註意し

たい

(4

〉 。

このことは、

度接地域勢力の力関係を反映したものではなかうたかもしれない。

しかし、

想定される居

住地域の距離や財力などを考慮すれば、

国府の設定に当たって、

この氏族が大きな役割を果たしていたと考えざるを

得ないのではないか。

そしてそのことは、

国府設置段階の地域の勢力分布を投影するに留まらず、

国府設置後には既

存の交通体系の変更や、

地域の政治・経請の動向にも影響を与えるようになっていった可能性がある。

そこでは、

漏出T
常
LW
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域勢力の利害もあるが、

中央政府の意向が関与しており、

その意向に沿った形で地域経営が組み立てられるようにな

っていった場合もあったのではないか。

そうした中央政府の意向を必要とした地域と、

特に必要としなかった地域と

斗品、

分別して考察されなければならないだろう。
2 

地域差の発生

六世紀段階までの農業技術で開発可能な地点は限られており、

そのような場所には巨大古墳が築造されている場合

が多い。

その後、

主として外来の要素によって基本的な農業技術が進歩し、

開発可能な場所が増えると、

低湿地・高

標高の地点や乏水地域など、

これまで手の付けられなかったような、

条件の悪い場所への進出が試みられ、

その付近



に群集墳が遣されることになる。

七世紀段階では、

そうして拡大した耕地を整理し、

統一的な徴税実路への準備が開

始される。

右の東国等国司の派遣なども、

地域に集積されつつあった新たな財の収奪を目指す要素を含んでいたと想

われる。
上毛野地域にあっては、

先述のように六世紀段階に、

榛名山二ツ岳の二度の噴火があったため、

それ以前の相対的

勢力関係に変動を来した可能性があるの

中央部に位置する後の車評

(群馬郡)

地域は、

その直撃を受けた火山災害の

激甚地域であった。

以東の地域には、

程度の差こそあれ何らかの被害があったのに対し、

それより西の地域にはあま

り影響がなかったと見られる点が浅間山の噴火の場合と異なる。

いずれにしても、

東国地域の他の諸国と異なって、

関東地方北部!上毛野地域は、

古い勢力分布がリセットされたところから、

七世紀代が始まったという大きな特色が

あるといえるだろう。
その結果として次表に見るように、

同一園内にあっても中央との結びつきの強さの強弱が発生するようになった。

史料の残存状況もあるだろうが、

都域の出土文字資料のような場合については、

基本的に無作為であろうから、

有意

味な偏りである可能性は高い。

その点で先ず注意されるのは国府所在郡になるだろう。

各国を通覧すると、

国府は必ずしも国の中央に位置するわ

けではなく、

ある段階の政治勢力の引力によって、

かなり偏った立地を採る傾向がある。複数の有力豪族、が存在する

場合や、

中央政府の政策の関係で、

転移する場合さえあるのである。

『倭名類東抄』国郡部の注記などによって知ら

れる国府の移転は、

撞設の移転なのか、

機能の移転なのか、

部分なのか全体なのかが問題になる。

同一地点に、

機能

の廃絶まで存続し続けたという方が例外に近い。
上毛野地域の場合、

利根川右岸地域に重心があり、

「上野国府」

は群馬郡に設置された。

その西側に近接して

国







らみれば、

地域出身者から選んで、

上毛野氏の範囲を拡大・再生させる形の改姓が多い。これらと東北地方出身者の

改姓上毛野氏によって、

平安期の上毛野氏の大きな部分が構成されることになる

(6)

。

次に②ついては、

その前提に倖囚の佑内地域への分散配置の問題がある

(7)

。
『倭名類緊抄』郷名の段階では、

上野国内にあっては碓氷・多胡・縁野の三郡、

他間にあっては周防国吉敷郡、

播磨国の賀茂・美嚢の三郡

(夷倖郷)

のみで、

意外に少ない

c

このことは、

倖因分置の単位が郷よりも零細な場合が多かったことを示す

ο

これらのうち、

倖因分置の具体的な様相が判明している播磨国の場合、

関連記事も

「賀古・印南・飾磨・賀茂・美嚢」

の東部五郡に

集中している。

これらのうち賀茂・美嚢両郡については

「夷倖郷」

とも対応している。

地縁

e

血縁によるような本来

の人的結びつきを寸断する形で各地に分散させられ、

十分な指導者も欠いた形の停四の人々 は、

必ずしも行政の意向

に従順でなく、

問題行動が少なくなかった

(8)

。
こうした傾向は、

東園地域

l
上野国西部の治安についても、

ほ

ぼ
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共通の問題になっていたであろう。
更に③について、

窯場の分布に密接に関係している。

瓦生産工房は、

埴輪生産や須恵器生産からの技術・窯場を下

敷きにして、

国単位の地域内各地に成立してくるが、

少なくとも創建段階にあっては上野囲内各地の生産地から郡単

位の受注によって供給されていた。

平安期の国分寺修造段階にも、

複数回の生産があったと見られるが、

特徴的な文

宇瓦

(9) 

の様相から、

多胡郡内の窯から集中的に供給される時期があったことが知られる

ο

これに類似する要素と

して製鉄遺構の分布がある

(10) 

が、多くの場合遺跡が山林などに所在して、

現在まで十分に調査が進展していな

いため、

こうした生産遺跡の具体的様相については、

今後のさらなる調査・検討の蓄積が期待される。

また、

生活用

具としての土器等の器種や組成・胎土などにも、

郡単位を上回る程度の範囲の需給関係に基づく地域的特色があると

され、

これまで蓄積されてきている膨大な集落遺跡に関する考古学的調査の成果の、

集成的検討が加えられる必要が
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モー +-ー モーー 会司日

大化二年段階の

「大郡」

斗」明、

一円的な国造の領域にあっては、

各地に幾

「三十戸一旦」

で千二百戸相当になるが、

っかずつはあったと思われるの

しかし、

『常陸国風土記』

に知られるような大がかりな統廃合が実施されるなかで、

一部例外を除いて減少した可能性がある。

令制下では、

常陸国等を除くと、

各国国府所在郡を中心にに一郡あるかど

うかという程度になってしまう。

下限が三割以上も引き下げら

大郡の所在しない国さえあるほどである。

この結果、

れることになった

G

ある意味で、

一般的政策の規格外となる行政区分である。

同じく

「中郡」

現実には

中

郡
の

上

「化内」

の郡の大半を占めるのだが、

郡司の絶対数を増加させる意図で、

i立

下に二段階の郡が創設された。

が充てられている場合が多い。

差別

国府所在郡などでは、

地域の中心として

「上郡」

化を図るため、

下限が四割ほど引き上げられている。

当時の行政能力で円滑に運営することが想定されていたのは、

この等級の郡であったと考える

ο

社会情勢の複雑化によって、

この規模の地域さえ維持できな

但し後述するように、

いことになり、

東・西・南・北型の分割が実施されるようになるのである。

また

「小郡」

の範囲の上方修正によって、

当初の構想のなかに含

上限が僅かに引き上げられている。

iま

「中郡」

まれていなかったのは、

国境確定事業によって判明した領域が意外に狭く、

今後領域に編入が予想される地域、

編

入

の見込みで努力を継続する境界領域が

陸奥国北部

「辺境」

として広範囲に広がっていることに関係しているだろう。

-142 ー



や越後国北部、

大宰府管内の南部地域などがそれに該当する。

この等級も、

当初の構想のなかでは多数帯在すると考

えられていなかったのではなかろうか。

七世紀後半段階だけで、

少なくとも

① 

玉
ート
戸

令ーー

②「

l
評
l
五十戸」

モー

@ 

国

評

里

モー

という三段階の制度的変遷を見ており、

八世紀段階に

@ 

国

郡

里

やー

⑤「!国!郡ー

l
郷
i
里 」

モーー

@ 「

1

国
i
郡
i
郷 」

という形でそれが試行錯誤的に改良されるのは、

直接的支配領域の外側に多くの不確定要素の地域を抱え込んだ律令

国家の状態からすれば、

に当てはめてゆこうとすれば、

避けがたい事態であった。

容易な部分から用意された

「迦ご

何らかの困難な事情を抱えた部分には調整が必要になってくる。理念はともかく、実態として初期の「廃置国郡」は、
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そうした調整に関するものであった可能性がある

c

本格的な国家体制の創出に当たり、

行政の精密化とそれに伴う事務量の増加から来る閉塞感の発生、

それに対処す

るための行政簡素化が、

制度の改変という形で繰り返されることになった。

し

か
し

各地で生活を続ける一般的な民

衆にとっては、

制度の読替えなどで対処されて翻弄されることはあっても、

本質的な部分の改良には及ばなかったの

ではないか。

現在でもそうだが、

書類上の区分や名称は現地の人々 には一般的ではなく、

通称がまかり通り暗黙の了

解で物事が進んでゆく場合が多く見られただろう。

そのようなものを、

全国的な斉一性のある組織や技術へと昇華さ

せてゆく過程が、右にみるような理想の現実化と現実との妥協という相反する要素の統一ということになると考える。

結

平成の大合併によって、

「 郡 」

という行政区間は急激に喪失されつつある。

律令制的な郡は、

平安中期頃という、

-144-

比較的早い時期に本質的な機能を失いつつも、

七世紀半ばの萌芽以来、

千年以上もの期間に一旦って存続され続けたこ

とになる

(14)

。

二十一世紀の今日に至って、

決定的にその機能が失われたということになるだろう。

その要因も

様々あるだろうが、

農業中心の産業構造が変質し、

それに伴って社会構成がこれまでと一変したこと、

その下部構造

としての婚姻形態とか家族などが変わったこと、

医療技術などの進歩により高齢化が進展したこと、

結果として少子

高齢の社会が恒常化したことなど、

非常に構造的なものを感じる。

「 郡 」

のシステムそのものが、

本来天皇の地域支配に由来する技術であったことを考産すれば、

平成の大合併によ

ってその大半が終止符を打たれたことに意味があるように思われる。

近時の天皇後継問題に示されるように、

天皇制

そのものが時代の要求から外れつつあることに、

密接に関係しているのではなかろうか。
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